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 宿泊交流体験施設「浄土の館」（以下「施設」という。）の管理業務を効果的かつ効率的に行う

ため、令和９年４月１日から、引き続き指定管理者制度を導入します。これは民間事業者の有す

るノウハウを有効に活用することにより、町民サービスの向上と経費の節減につなげようとする

ものです。地方自治法第２４４条の２第３項及び平泉町浄土の拠点施設設置条例（以下「条例」

という。）第３条の規定により、指定管理者を指定し管理運営を行います。 

 

１ 対象施設の概要  

（１）名称及び所在地 

名  称 所 在 地 

宿泊交流体験施設「浄土
じょうど

の館
たち

」 岩手県西磐井郡平泉町平泉字毛越248番地 

 

（２）設置目的 

  町民に世界文化遺産平泉の浄土思想に関する学習の場を提供し、郷土愛の醸成を図るとと

もに、まちの情報発信並びに観光客への宿泊交流体験の場の提供による地域の活性化及び観

光振興に資することを目的に設置する。 

 

（３）施設の規模等 

構造・建築面積・延べ床面積 木造平屋建て 

建築面積 334.60 ㎡  延べ床面積 315.36 ㎡ 

管理する主な施設内容 宿泊室５室、談話室、厨房、トイレ、シャワー室２室、

脱衣室、事務室、管理人室、玄関・ホール、情報発信室、 

附帯設備（エアコン、給湯器、厨房機器等）一式 

 

２ 指定管理者が行う管理業務等  

  別紙、宿泊交流体験施設「浄土の館」指定管理に関する仕様書のとおり 

 

３ 指定期間  

  令和９年４月１日から令和14年３月31日までの５年を予定しています。 

 ※ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。 

 

４ 管理運営に要する経費  

（１）管理運営経費 

   指定管理者が施設の管理運営を行うために要する経費は、指定管理料のほか、施設の利用

料金及び自主事業の収入等によって賄うものとします。 

 

（２）利用料金収入の取扱い 

   指定管理者は、本施設に係る利用料金を収入として、収受することができます。 
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５ 申請対象者  

（１）申請者の資格 

申請者の資格は次に掲げる事項とします。 

①団体であること（法人格の有無は問わない。） 

  ②宗教活動及び政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

  ③団体又はその代表者が次の者に該当しないこと。ただし、指定管理者の指定後に該当する

ことが発覚した場合には、指定管理者の指定を取り消すことができる。 

ア 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者（刑の執行猶予中の者

を除く。） 

イ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

ウ 地方自治法第 244 条の 2 第 11 項（指定管理者の取り消し）の規定による指定の取消しを

受けたことがあり、その取消しの日から２年を経過しない者 

エ 地方自治法施行令第 167 条の 4（一般競争入札の参加資格）の規定に抵触する者 

オ 暴力団若しくは暴力団関係者が実質的に運営していると認められる団体、又はその関係者 

カ 平泉町に納付すべき税について、滞納がある者 

 

（２）複数申請の禁止 

① 単独で申請した団体は、グループ申請の構成団体となることはできません。 

② グループの構成団体は、２以上のグループの構成団体となることはできません。 

 

（３）グループ申請の構成の変更 

   グループ申請の場合、代表団体及び構成団体を変更することは原則として認めません。 

 

６ スケジュール（予定） 

募 集 の 開 始： 令和８年７月１日（水） 

募集要項等配布期間： 令和８年７月１日（水）～８月３１日（月） 

質問事項の受付期間： 令和８年７月１日（水）～８月２４日（月） 

質 問 の 回 答： 随時 

応 募 書 類 受 付 期 間： 令和８年７月１日（水）～８月３１日（月） 

審 査 選 定： 令和８年９月下旬～１０月下旬 

選 定 結 果 の 公 表 、 通 知： 令和８年１１月上旬 

平 泉 町 議 会 に お け る 議 決： 令和８年１２月中旬 

指定管理者の指定(告示)： 令和８年１２月下旬 

基 本 協 定 の 締 結： 令和９年１月下旬 

業 務 引 継 ぎ： 令和９年１月下旬～３月３１日（水） 

指定管理業務の開始： 令和９年４月１日（木） 
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７ 指定管理者の公募手続き  

（１）募集要項の公表等 

   募集要項を令和８年７月１日（水）～８月３１日（月）に平泉町ホームページに掲載しま

すので、ダウンロードしてください。 

   平泉町ホームページアドレス：https://www.town.hiraizumi.iwate.jp 

 

（２）募集要項に関する質問の受付及び回答 

   募集要項に関する質問を下記のとおり受け付けます。なお、内容によっては時間をいただ

く場合があります。 

   受付期間：令和８年７月１日（水）～８月２４日（月）午後５時００分まで 

        （土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

   受付方法：質問票（様式第７号）に記入のうえ、電子メールにより送信してください。 

        また、電子メールの未到着を防ぐため、事前の電話連絡をお願いします。 

   回答方法：電子メールにより個別に回答します。 

   メールアドレス：kikaku@town.hiraizumi.iwate.jp 

 

（３）申請の受付 

   申請書類を下記のとおり受け付けます。 

   受付期間：令和８年７月１日（水）～８月３１日（月）午後５時００分まで 

   提出先：平泉町役場 まちづくり推進課 

   ※郵送の場合、書留郵便により最終日の午後５時までに届くよう郵送してください。 

   ※電子メール、ＦＡＸでの提出は認めません。 

 

８ 申請書類  

  申請に当たっては、以下の書類を提出していただきます。なお、町が必要と認める場合は、

追加資料の提出を求めることがあります。 

  なお、各書類とも 20 部（原本１部、コピー19 部）提出してください。 

（１）指定管理者指定申請書（様式第１号） 

   グループ申請の場合、グループ申請構成表（様式第１－２号）も提出してください。 

（２）施設の事業計画書（様式第２号） 

（３）施設の収支計画書（様式第３号） 

（４）施設管理運営費提案書（様式第４号） 

（５）誓約書（様式第５号） 

（６）申請者に関する書類 

① 団体の概要（様式第６号） 

② 定款、寄付行為、規約その他これらに相当する書類 

③ 登記事項証明書又は登記簿謄本 

④ 印鑑登録証明書 

⑤ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類 
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⑥ 直近の３年間の事業実績報告書 （ただし、設立から３年を経過していない場合にあって

は、設立時からとする。） 

⑦ 直近の３年間の貸借対照表及び損益計算書又は類する書類（ただし、設立から３年を経

過していない場合にあっては、設立時からとする。） 

⑧ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書 

⑨ 事業報告書（※団体の事業報告書を作成している場合） 

⑩ 納税証明書（法人税、法人町民税、法人事業税、消費税、地方消費税） 

⑪ その他町長が必要と認める書類 

 

９ 申請に際しての留意事項  

（１）失格又は無効 

   以下の事項に該当する場合は、失格又は無効になることがあります。 

① 申請者の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかったとき 

② 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

③ 申請者が記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

④ 虚偽の内容が記載されているもの 

⑤ 平泉町指定管理者制度運営委員会委員、本町職員並びに本件関係者に対して、本件提案

についての接触の事実が認められたとき 

（２）重複申請の禁止 

   申請１団体（グループ）につき１申請とします。複数申請はできません。 

（３）申請内容変更の禁止 

   申請された書類の内容を変更することはできません。 

（４）申請書類の取扱い 

   申請書類は理由のいかんを問わずお返ししません。 

（５）申請の辞退 

   申請書類を提出した後に辞退する際には、指定管理者申請辞退届（様式第９号）を提出し

てください。 

（６）費用負担 

   申請に要する経費等はすべて申請者の負担とします。 

（７）情報公開 

   申請書類は、情報公開の請求により開示することがあります。 

（８）その他 

   申請書類は必要に応じて複写します。（ただし、その使用は、平泉町役場内及び平泉町指定

管理者制度運営委員会の検討に限ります。） 

 

10 選定方法  

  指定管理者の選定にあたっては、「平泉町指定管理者制度運営委員会設置要綱」に基づき設置

された「平泉町指定管理者制度運営委員会」において、書類審査及びプレゼンテーションによ

り選定を行います。 
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  なお、審査は非公開ですが、プレゼンテーションは公開で行うとともに、選定後は申請の概

況（経過、申請者名）、審査内容の概況を公表します。ただし、申請者及び申請者の利害関係人

については、プレゼンテーションの傍聴はできません。 

（１）書類審査・プレゼンテーション 

   令和８年１０月下旬に審査を行い、指定管理者を選定します。 

   プレゼンテーションは、１申請団体あたり、説明時間（パワーポイントを使っての説明も

可）及び質疑応答で、30 分以内とします（予定）。なお、グループ申請の場合は、すべての

グループ構成団体から説明者を出席させてください。 

   審査の結果は、令和８年１１月上旬に通知します。 

 

（２）指定管理者の指定手続き 

   選定された団体については、地方自治法の規定に基づき、指定管理者として指定する議案

を議会に対して提案し、議決後指定管理者として指定します 

 

11 選定基準及び審査内容 

  指定管理者の選定にあたっては、平泉町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平

成１８年平泉町条例第２号）第３条第１項各号に掲げる基準により総合的に審査し、最も適当

と認める団体を指定管理者の候補者として選定します。 

  なお、審査内容及び配点は次の通りです。 

 

選定基準 審査項目 審査内容 
配点 

(105 点満点) 

（１）事業計画書の

内容が、利用者の

平等な利用の確保

及びサービスの向

上が図られるもの

であること 

管理運営への意欲、姿勢 受託への意欲、熱意はあるか 

３０ 

設置目的と申請者が提案した運営方針が

合致しているか 

団体の経営モラルは適切か 

施設の設備、機能を十分に活用した提案

となっているか 

平等な使用を図るための具体的手法

及び期待される効果 

事業等の内容に偏りがないか 

使用者等からのクレーム対応は適切か 

（２）事業計画書の

内容が、当該事業

計画書に係る公の

施設の効用を最大

限に発揮させるも

のであること 

稼働率の増加を図るための具体的手

法及び期待される効果 

施設の利用率を高めるための内容の提案

は適切か 

３５ 

地域、関係団体、ＮＰＯ等の連携が図ら

れているか 

サービスの向上を図るための具体的

手法及び期待される効果 

サービスの向上につながる取組内容は適

切か 

施設等の維持管理の内容、効率性及

び実現の可能性 

施設管理、安全管理は適切か 

維持管理は効率的に行われているか 

環境に配慮した管理運営となっているか 
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施設の管理運営に係る経費の内容 管理運営費の節減に取り組む提案となっ

ているか 

（３）事業計画書に

沿った管理を安定

して行う能力を有

しているものであ

ること 

収支計画の内容、整合性及び実現の

可能性 

収支、支出の積算と管理計画の整合性は

図られているか 

３０ 

収支計画の実現可能性はあるか 

安定的な運営が可能となる人的能力 職員構成・職員数は十分か 

職員採用、確保の方策は適切か 

職員の育成指導、研修体制は十分か 

安定的な運営が可能となる財政基盤 経営状況（財政基盤）は安定しているか 

（４）公の施設の設

置目的を達成する

ために十分な能力

を有しているもの

であること 

情報の管理 個人情報保護が図られているか 

１０ 
危機管理体制 災害その他緊急時の危機管理体制が確立

されているか 

12 その他 

  配布資料 

・宿泊交流体験施設「浄土の館」指定管理者募集要項 

  ・各申請様式 

・宿泊交流体験施設「浄土の館」指定管理に関する仕様書 

  ・宿泊交流体験施設「浄土の館」指定管理に関する基本協定書（案） 

 

13 問合せ及び申請書類提出先 

  平泉町役場 まちづくり推進課 

  〒029-4192 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山４５番地２ 

  電話：0191-46-5578（内線 221） 

  FAX：0191-46-3080 

  メールアドレス：kikaku@town.hiraizumi.iwate.jp 

 


